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高
齢
者
の
医
療
を
み
ん
な
で
支
え
る

75
歳
以
上
の
高
齢
者
な
ど
が
対
象
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
医
療
費

の
約
５
割
を
税
金
な
ど
で
、
約
４
割
を

若
年
者
の
保
険
料
、
残
り
の
１
割
を
高

齢
者
の
保
険
料
で
賄
う
仕
組
み
で
す
。

保
険
料
の
計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
で
は
世
帯
ご
と
に
保

険
料
を
納
め
ま
す
が
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
で
は
加
入
者
一
人
ひ
と
り
が
保

険
料
を
納
め
ま
す
。
保
険
料
は
、
す
べ

て
の
加
入
者
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均

等
割
額
」
と
、
加
入
者
の
前
年
所
得
※
１

に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の

合
計
で
、
加
入
者
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。 　

保
険
料
を
算
出
す
る
保
険
料
率
は
、

制
度
を
運
営
す
る
北
海
道
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
が
、
原
則
２
年
ご
と
に

見
直
し
ま
す
。

今
年
度
の
保
険
料

　

今
年
度
の
保
険
料
は
、
均
等
割
額
が

５
万
２
０
５
円
、
所
得
割
額
の
基
礎
と

な
る
所
得
割
率
が
10
・
59
％
、
保
険
料

の
限
度
額
は
62
万
円
で
す
。（
図
）

　

今
年
度
の
保
険
料
額
と
納
め
方
は
、

７
月
中
旬
に
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

保
険
料
は
制
度
を
支
え
る
大
切
な
財

源
で
す
。
保
険
料
の
納
付
に
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減

均
等
割
額
の
軽
減

　

世
帯
の
前
年
所
得
に
応
じ
て
均
等
割

額
の
軽
減
が
あ
り
ま
す
。（
表
１
）※
２

　
今
年
度
の
保
険
料
の
計
算
方
法
や
納
め
方
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

国
保
課
（
市
庁
舎
１
階
、
保
険
料
に
関
す
る
こ
と
は
保
険
料
係
、
☎
65
・
４
１
３
９
、
65
・
４
１
４
０
、
保

険
証
の
交
付
や
医
療
費
に
関
す
る
こ
と
は
給
付
係
、
☎
65・４
１
３
８
）、
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
☎
０
１
１・

２
９
０
・
５
６
０
１
）

問
い
合
わ
せ

　

今
年
度
か
ら
、
均
等
割
額
の
５
割
軽

減
と
２
割
軽
減
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま

し
た
。（
表
２
）

　

軽
減
は
加
入
者
全
員
と
世
帯
主
の
所

得
で
判
定
し
ま
す
。
世
帯
主
が
加
入
者

で
な
い
場
合
も
判
定
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
65
歳
以
上
の
人
の
公
的
年
金
所
得

は
、対
象
と
な
る
所
得
か
ら
15
万
円
を

限
度
に
差
し
引
い
た
額
で
判
定
し
ま
す
。

　

収
入
が
な
い
人
や
扶
養
と
な
っ
て
い

な
い
人
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど

の
非
課
税
所
得
の
み
の
人
で
も
、
軽
減

対
象
と
な
る
に
は
、
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

の
保
険
料
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る

前
日
ま
で
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
人
の
均
等
割
軽
減
期
間
が
、
見

直
さ
れ
ま
し
た
。（
表
３
）

保
険
料
の
納
め
方
は
２
通
り

◆
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　

年
６
回
の
年
金
受
給
時
に
、
保
険
料

が
あ
ら
か
じ
め
差
し
引
か
れ
ま
す
。

対
象
者

・
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の

人
（
た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
１
期
分
の
特
別
徴

収
額
が
、
１
回
分
の
年
金
受
給
額
の
２

分
の
１
を
超
え
る
場
合
は
除
く
）

◆
普
通
徴
収（
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
）

　

今
年
度
の
保
険
料
額
（
４
月
〜
翌
年

３
月
の
12
カ
月
分
）
を
、
７
月
〜
翌
年

３
月
の
９
回
に
分
け
て
口
座
振
替
ま
た

は
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

対
象
者

・
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の

人・
納
付
方
法
を
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振

替
へ
変
更
す
る
手
続
き
を
し
た
人

納
め
方

　

口
座
振
替
で
納
め
る
場
合
、
振
替
日

は
７
月（
第
１
期
）か
ら
翌
年
３
月（
第

９
期
）
ま
で
の
各
月
の
末
日
で
す
。
た

だ
し
、
12
月
（
第
６
期
）
は
除
き
ま
す
。

末
日
が
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
、

金
融
機
関
の
翌
営
業
日
が
振
替
日
と
な

り
ま
す
。

　

な
お
、
年
度
の
途
中
で
75
歳
に
な
っ

た
人
や
、
帯
広
市
に
転
入
し
て
き
た

人
、
保
険
料
の
軽
減
な
ど
で
一
度
特
別

徴
収
が
停
止
に
な
っ
た
人
な
ど
は
普
通

徴
収
と
な
り
ま
す
が
、
翌
年
度
の
途
中

で
特
別
徴
収
に
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

納
め
方
の
変
更

・
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
（
口
座
振

替
）
へ

　

特
別
徴
収
で
保
険
料
を
納
め
て
い
る

人
で
も
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
、「
口

座
振
替
依
頼
書
」
と
「
納
付
方
法
選
択

申
出
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
国
保

課
保
険
料
係
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
帯
広
信
用
金
庫
、
北
洋
銀
行
、

北
海
道
銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
い
ず

れ
か
で
口
座
振
替
を
す
る
場
合
は
、
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
暗
証
番
号
に
よ
る

手
続
き
も
可
能
で
す
。
手
続
き
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、
特
別
徴
収
を

停
止
す
る
際
、
２
〜
４
カ
月
程
度
か
か

る
の
で
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。保

険
証
を
更
新
し
ま
す

　

今
年
度
の
保
険
証
を
、
７
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
（
オ
レ

ン
ジ
色
）
が
届
い
た
ら
、
今
ま
で
お
使

い
の
保
険
証
（
桃
色
）
は
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割

合
や
自
己
負
担
限
度
額
な
ど
の
詳
細

は
、
保
険
証
に
同
封
す
る
チ
ラ
シ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

す
べ
て
の
加
入
者
へ

医
療
費
通
知
を
送
付
し
ま
す

　

受
診
状
況
の
再
確
認
と
健
康
管
理
の

重
要
性
を
よ
り
強
く
認
識
し
て
も
ら
う

た
め
、
加
入
者
が
受
診
し
た
医
療
機
関

名
と
医
療
費
が
記
載
さ
れ
た
医
療
費
通

知
を
、
年
２
回
、
９
月
と
３
月
に
送
付

し
ま
す
。

※
２ 

今
年
度
均
等
割
の
軽
減
割
合
が

８
割
、
８
・
５
割
に
該
当
す
る
人
（
表

１
）
の
均
等
割
の
軽
減
が
、
今
年
度
か

ら
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
詳
細
は
、
広
報

お
び
ひ
ろ
５
月
号
５
頁
の
「
保
険
料
の

軽
減
特
例
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
通
帳
な
ど
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

②
口
座
の
届
け
出
印

③
保
険
証

※
１ 

前
年
所
得

　

前
年
の
収
入
か
ら
必
要
経
費
（
所
得

税
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
公
的
年
金
控

除
額
や
給
与
所
得
控
除
額
な
ど
）
を
差

し
引
い
た
額
で
、
社
会
保
険
料
控
除
、

医
療
費
控
除
、
配
偶
者
控
除
な
ど
を
差

し
引
く
前
の
額
で
す
。
遺
族
年
金
や
障

害
年
金
な
ど
の
非
課
税
の
収
入
は
含
み

ま
せ
ん
。

　４月下旬に、生活習慣病の予防や早期発見を目的とした、健診
の無料受診券をオレンジ色の封筒で送付しています。健診は、指
定病院やコミセンなどで受診できます。また、歯科ドックは市内
の十勝歯科医師会会員の歯科医院で受診できます。詳細は、受診
券に同封している「お知らせ」をご確認ください。

後期高齢者健診・歯科ドック
（年１回無料）を受診しよう

図　今年度の保険料

保険料の軽減に該当す
る場合は、上記金額か
ら軽減されます。（表１ 
均等割額の軽減参照）

年度の途中で加入・
脱 退した場 合の 保
険料は、月割になり
ます。

均等割額
5万205円

＋ ＝

所得割額
前年の所得から

33万円を引いた額

×所得割率10.59％

年間保険料額
（限度額62万円）

表１　均等割額の軽減

軽減
割合

世帯主と加入者の前年所得の合計が
次の金額以下

軽減後の
均等割額

8 割 33 万円かつ加入者全員が所得 0 円
（年金収入80万円以下で、その他の所得がない） 1 万 41 円

8.5 割 33 万円 7530 円

5 割 33 万円＋（28 万円×加入者数） 2万5102円

2 割 33 万円＋（51 万円×加入者数） 4 万 164 円

65 歳以上の公的年金所得分は、さらに 15 万円を限度に差し引い
た額で判定します。

表２　均等割軽減の拡大内容

平成30年度

5 割 33万円＋（27.5万円×加入者数）

2 割 33 万円＋（50 万円×加入者数）

今年度

33万円＋（28万円×加入者数）

33万円＋（51万円×加入者数）

表３　被用者保険の被扶養者であった人の軽減見直し

所得の状況により、均等割の軽減割合が 8 割、または 8.5 割に該
当することがあります。

区分 平成30年度

所得割 かかりません

均等割 ５割軽減

今年度

かかりません

制度加入から２年を経
過していない期間のみ
５割軽減


